
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　　　　　理　　　　由

　弁護人小山隼太の上告趣意について。

　原審公判調書を精査しても、原審において、被告人又はその弁護人からＡ、Ｂに

対する証人訊問の申請をした事実はみとめられないから、原審が所論聴取書を証拠

としたことを以て所論のように刑訴応急措置法第一二条に違反するものとすること

はできない。又右書類については、原審が旧刑訴法に従つて適法に証拠調を施行し

たことは、公判調書上明らかであつて、所論は、独自の見解にもとずいて右証拠調

の違法を主張するものであつて採るに足りない。論旨はすべて理由がない。

　よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見を以て主

文のとおり判決する。
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